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庄原さとやま留学 
「留学」参加者募集要項 

 
 

庄原市は、中国⼭地の真ん中、広島県の北東端に位置し、近畿以⻄でいちばん、⾹川県の 2/3
という⼤きな⾯積を有しており、森林が市域⾯積の 84％を占める、⾃然豊かなまちです。 

また、⽇本最古の書物「古事記」には、国⽣みの⼥神「いざなみ」が眠る地として、本市の⽐婆
⼭が登場するなど、神話にまつわる⽂化・歴史があるまちです。 

そして、⽐婆の⼭々に囲まれた雄⼤な⾃然と、先⼈の知恵と努⼒によって築き上げられてきた
農業の規模は県下最⼤で、ブランド⽶や豊富な野菜、和⽜ブランド「⽐婆⽜」など、美味しい⾷
材がたくさんあります。 

あなたの知らない魅⼒がたくさんある、広島県庄原市へ「ぜひ来てみんさい！」 
 

■ 庄原市の位置図 

 

 
 
 
 
 
 
 
１．庄原さとやま留学の⽬的 

庄原市には、⼈が⽣きてくための「⽔」「⾷料」「⽊材」等の資源があり、伝統的な暮らしや
⽣産活動によって、これらの資源を⼤切に守ってきました。 

しかし、⼈⼝減少・少⼦⾼齢化の急速な進⾏により、地域活⼒の低下や地域産業の担い⼿が
不⾜しており、このままでは、地域活⼒がさらに低下し、こうした⼤切な地域資源を失ってし
まう恐れがあります。 

そこで、全国の若者に本市を「知ってもらい・来てもらい」、仕事や暮らしに挑戦・体験す
る「庄原さとやま留学」を通じ、参加者・市・地域の⼈達が⼀緒になって活性化に向けた取り
組みを進め、庄原市の⼤切な資源を未来につなげていくことを⽬的としています。 

 

２．庄原さとやま留学の考え⽅ 
「庄原さとやま留学」は、全国各地の若者が庄原市に滞在しながら、庄原の強みであり、基

幹産業でもある農林業や、更なる若者の呼び込み、関係⼈⼝創出に繋がる就労等を通じて、本
市に定着してもらうことを⽬的とした、就労体験型プログラムです。 
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具体的には、次の①〜③のプログラムで進めています。 
① お試し留学（２泊３⽇） 

② 留学インターン（２週間〜３か⽉） 

③ 留学（１年） 

 
３．「留学」の実施について 

今回参加者を募集する「留学」は、中国⼭地に囲まれた⽥園⾵景が広がる庄原市に、1 年間滞
在し、滞在期間の中で就業や地域の⽅と交流しながら庄原市の暮らしを体感するプログラムで
す。 

 
（１）テーマ 

① 農業チャレンジコース 

─ 農業の現場で働きながら、就農・就職の可能性を⾒つける─ 

 

② ローカルチャレンジコース 

─ 地域を知り、関わり、将来につながる⼀歩を踏み出す─ 
 
（２）プログラムの概要 

     庄原市の豊かな⾥⼭を舞台に「働く」と「暮らす」を同時に学び、次のキャリアをデ
ザインする１年間の⻑期留学プログラムです。基幹産業である農林業の現場に⼊り込み、
地域の⼈々と肩を並べて汗を流しながら、⾥⼭で⽣きるリアルを体感します。 

 
  （３）プログラムのイメージ 

初⽇     ●庄原市の概要を知ろう  
●受⼊れ先（就業体験先）のことを知ろう 
●庄原の⾷材を⾷べながら地域の⼈と交流しよう 

庄原市役所集合（午後） ⇒ オリエンテーション（視察・⾒学等） 
⇒ 地域交流（⼣⾷） ⇒ 居住先到着 

２⽇⽬〜 ●庄原市の仕事「農林業」の受⼊れ先で就業をしよう  
  ●庄原市の暮らしを体感しよう 
  ●庄原市での就業・暮らし（活動状況）を報告しよう（事務局による定期的なフ

ォローアップを⾏います。） 
居住先出発 ⇒ 就業体験 ⇒ 居住先到着 
※就業内容（就業⽇・時間等）は受⼊れ先によります。 

最終⽇  ●庄原市の就業・暮らしを振り返ろう 
      ●庄原市の課題等に対する提案をしよう 

居住先出発 ⇒ 庄原市役所集合（午後） ⇒ 意⾒交換会（感想発表等） ⇒ 解散 
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（４）実施時期  
       令和 8年４⽉〜令和 9 年３⽉   

※詳細は、４．「留学⽣」の募集について」をご覧ください。 
 

４．「留学⽣」の募集について 
（１） 応募要件                                                     

年齢 申込時の年齢が 18歳から 30歳未満の⽅（⾼校在学中の⽅は除きます。） 

応募条件 

① 総務省が公表する「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において定
める条件不利地域を除く三⼤都市圏内をはじめとする都市地域等に住⺠
票を有する⽅で、庄原市に住⺠票異動ができる⽅ 

② 健康状態が良好で、誠実に活動を⾏うことができる⽅ 
③ 地域住⺠等と積極的に交流し、地域住⺠等とともに、地域活動に取り組
む意欲のある⽅ 

④ 普通⾃動⾞運転免許を有し、実際に運転が可能な⽅ 
⑤ パソコン（ワード、エクセル等）の⼀般的な操作ができる⽅  
⑥ 地⽅公務員法（昭和２５年法律第 261号）第１６条に規定する⽋格事項

に該当しない⽅ 
 
（２） 活動内容                                                     

① 農林業等の振興に関する活動 
② 地場産品の開発・販売・プロモーションに関する活動 
③ 地域課題の解決に関する活動 
 

（３） プログラム内容・募集⼈数                                                
次の受⼊れ先（会社・事業所等）で様々な活動を⾏います。 
 

⽇程及び活動地域 受⼊れ先（調整中） 活動の内容 等 
募集 
⼈数 

令和８年４⽉１⽇
（⽔）〜令和９年３⽉

31⽇（⽔） 
（庄原市全域） 

・市の第３セクター 
・JAひろしま 
・市内農業法⼈や農家 等 

〇⽣産者、農家の⽅と共に、農作業
に携われる 
〇⼀次産業に対する理解を深め、地
域資源を守る重要性を考える 

累計 
２⼈ 
(2コ
ース) 

・市内観光交流施設 
・宿泊施設 
・農産物直売施設   等 

○市内道の駅等で地場産品の開発・
販売に携わる 
○宿泊・観光施設での業務などに関

わる 

・（⼀社）庄原観光推進機構 
○観光振興・観光プロモーションに 

関わる 

・庄原市役所 
○留学事業事務局で庄原ファンクラ

ブ等の関係⼈⼝創出に関わる 
○庄原市の移住・定住促進に関わる 
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（４） 活動時間                                                      
   活動⽇数は、原則週５⽇とします。また、活動時間は１⽇８時間以内、週 40 時間程度

を基本とします。１⽇の活動内容によっては流動的になることがあります。 
 

５．「留学⽣」の⾝分 
市⻑が「庄原さとやま留学⽣」として委嘱します。 
※活動に対する対価を⽀払います。庄原市との雇⽤関係はありません。 
 

６．給与・活動報告について 
地域活動の対価として、次の表のとおり⽀払います。 

⽀払にあたり、活動⽇誌及び活動報告書を提出していただきます。 
 

別表 
区分 ⾦額 備考 

地域活動の対価 

1 時間あたりの単価を、1,689円とす
る。 
※1ケ⽉の総額は 230,900円を超え 
ない範囲の額とします。 

1,489 円に活動に要する経費と
して燃料費・消耗品費等 200円
を加算します。 

 
７．待遇・福利厚⽣など 

（１） 雇⽤関係はないため、福利厚⽣はありません。 
（２） 国⺠健康保険および、国⺠年⾦は⾃⼰加⼊です。 
（３） 住居は庄原市が⽤意した庄原市内のアパート等を予定しています。 

家賃⼜は使⽤料は庄原市が負担します。 

（４） ⽣活に必要な家財・電化製品等は、原則、庄原市が⽤意します。 
（５） 移動⼿段として、⾞を使⽤できます。 
（６） 庄原市において傷害・損害保険に加⼊します。 
（７） 活動開始前、活動開始後においても、庄原市（市の業務委託先）が相談等に応じ、 

サポートしますので、安⼼して参加してください。 

  （８） 副業は活動に⽀障のない範囲で可能としますが、事前に市への協議が必要です。 
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８．参加費等 
参加に係る費⽤はありませんが、次の経費は各⾃で負担してください。 

 （１） 庄原市までの移動に係る交通費 
  ※庄原ファンクラブ会員の⽅は、会員特典として、⽚道（往路分）の交通費を１回限り、
⽀援します。 

 （２） アパート等に居住する際の光熱⽔費・燃料費等 
 （３） 市が準備した物品以外で⽣活に必要な物品、引っ越しに係る経費 
 （４） リース⾞両の燃料費等 
 

 
９．応募⼿続等 
 （１）応募期間 
     令和８年２⽉ 20⽇まで 
 （２）応募⽅法 
     専⽤応募フォームからご応募ください。 
     https://forms.gle/pF7TftebQLiLKVbR9 
 
  

■ 庄原ファンクラブ会員の特典 ■ 

庄原ファンクラブ会員の方に限り、会員特典として往路交通費を市が負担します。 

ただし、この庄原ファンクラブ会員特典を受ける場合、次のいずれかの方法に限ります。 

未入会の方で、これから庄原ファンクラブの会員登録をされる方も対象とします。 

 

（公共交通機関を利用する場合） 

参加者自らで交通手段を手配し、領収書等で利用日・利用区間・運賃等が確認できる書類を、 

市（市の業務委託先）が、別途指示する方法により提示いただくことで、往路交通費の額を、後日、市（市

の業務委託先）から指定口座に振込みます。 

 

（車を利用する場合） 

庄原市旅費条例による車賃の額（１ｋｍ当たり 37 円）に基づき、居住地から庄原市役所までの距離（一

般的なルート）により交通費を算定し、後日、市（市の業務委託先）から指定口座に振込みます。 

 

詳しくは庄原ファンクラブ公式ホームページ等をご覧ください！！ 

入会フォーム 公式 Instagram 公式 HP 

応募フォーム 
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10．「留学」へ参加するまでの流れ 
 （１）応募 
 （２）ヒアリング 

株式会社 BPL（市の業務委託先）が、概ね１週間以内に電話にてヒアリングを⾏います。 
 （３）審査 

市、株式会社 BPL（市の業務委託先）、参加申込者の三者で⾯接（ZOOM等のオンライン
会議システムを利⽤）を実施します。 

（４）結果通知 
   株式会社ＢＰＬ（市の業務委託先）が、⾯接から概ね 1 週間以内に、電話にて結果を 

お知らせします。別に⽂書でも通知いたします。 
 
 
（５）活動開始 

   庄原市⼊りまでに、最終の連絡はいたしますが、ご質問等があれば随時、お問い合わせ 

ください。 

（注） 留学が正式にスタートする前の 3⽉ 31⽇または 4⽉ 1⽇に、現地にて留学オリエ

ンテーションを実施します。本件は留学参加が決定後、ご案内いたします。 

（注） 本募集は、令和 8年度の予算成⽴を前提にしております。状況によって、参加決定

の取り⽌め、活動条件の変更等をする場合がありますので、予めご承知おきください。

なお、令和 8年度予算は、令和 8年第1回庄原市議会定例会の議決を経て決定する予

定です。 

 

    活動イメージ 

時期 内容 

令和 8年 3⽉ 31⽇ 

または 4⽉1⽇ 

・オリエンテーション 

・研修 

- 留学⽣としての⼼構え 

- 社会⼈としてのマナー 

- １年留学のビジョンづくり 

受⼊ 〜 3ヶ⽉程度 庄原市内の様々な受⼊先にて仕事・体験を⾏う。これに

より、⾃⾝の関⼼がある内容等を⾒定めていく。 

3ヶ⽉以降 ⽇々の仕事・体験を⾏いつつ、関⼼がある内容を深掘り

していく。 

令和 9 年 3⽉ 31⽇ ・１年の振り返り  

- 留学⽣によるプレゼンテーション 

- 意⾒交換 
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11．お問い合わせ先 
 【庄原ファンクラブ・庄原さとやま留学 事務局】 

広島県庄原市企画振興部地域推進課 

  〒727-8501 

  広島県庄原市中本町⼀丁⽬ 10番 1 号 

電話  0824-73-1278 

FAX  0824-72-3322 

E ﾒｰﾙ chiiki@city.shobara.lg.jp 

 

【申込後の連絡先（市の業務委託先）】 

  株式会社 BPL（岡⾕） 080-3888-3570 


